
 

 

文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領 新旧対照条文 

新 旧 
文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領 

 

昭和４５年１１月１２日 

文管振第１７２号 

改正 昭和５９年１１月２日 

文高助第２７号 

改正 平成１３年１月６日 

改正 平成２３年７月２１日 

２３文科高第４１６号 

改正 平成２８年６月２日 

  ２８文科高第２７７号 

改正 令和７年３月２６日 

６文科施第９３４号 

改正 令和７年１２月３日 

７文科施第６４３号 

 

 

第１～第８ （略） 

 

 

 

 

 

文部科学省所管私立学校施設災害復旧費調査要領 

 

昭和４５年１１月１２日 

文管振第１７２号 

改正 昭和５９年１１月２日 

文高助第２７号 

改正 平成１３年１月６日 

改正 平成２３年７月２１日 

２３文科高第４１６号 

改正 平成２８年６月２日 

  ２８文科高第２７７号 

改正 令和７年３月２６日 

６文科施第９３４号 

 

 

 

 

第１～第８ （略） 

 

第９ その他 

 １ 応急仮設校舎等 

校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事（構造体の補強

等による大規模なものに限る。）完了まで長期間を要する



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９ 適用除外 

１～２  （略） 

 

第 10 その他 

 １ 応急仮設校舎等 

見込の場合，当該期間中の教室等の不足による授業の中

断又は二部授業を避けるための仮教室，仮間仕切，仮便

所，仮職員室等の工事を調査の対象とする。 

(1) 仮教室 

必要最小限度の室数 

(2) 仮職員室等の管理関係室 

必要最小限度の室数 

(3) 仮便所 

男女別に最小限度の広さ 

(4) 仮間仕切壁 

前記(1)又は(2)の用途に供するための残存建物内への

仮間仕切壁 

２ 借用土地等 

設置者が維持管理の責任を有する借用土地及び借用施

設（以下「借用土地等」という。）に被害があった場合は，

当該復旧費を調査の対象とし，これの報告に当該借用土

地等の維持管理が設置者の責任であることを証する資料

を添付のこと。 

３ 特定私立幼稚園 

特定私立幼稚園に被害があった場合は，当該復旧費を

調査の対象とする。 

 

第 10 適用除外 

１～２  （略） 

 

 

 



 

 

校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事（構造体の補強

等による大規模なものに限る。）完了まで長期間を要する

見込の場合，当該期間中の教室等の不足による授業の中

断又は二部授業を避けるための仮教室，仮間仕切，仮便

所，仮職員室等の工事を調査の対象とする。 

(1) 仮教室 

必要最小限度の室数 

(2) 仮職員室等の管理関係室 

必要最小限度の室数 

(3) 仮便所 

男女別に最小限度の広さ 

(4) 仮間仕切壁 

前記(1)又は(2)の用途に供するための残存建物内への

仮間仕切壁 

２ 借用土地等 

設置者が維持管理の責任を有する借用土地及び借用施

設（以下「借用土地等」という。）に被害があった場合は，

当該復旧費を調査の対象とし，これの報告に当該借用土

地等の維持管理が設置者の責任であることを証する資料

を添付のこと。 

３ 特定私立幼稚園 

特定私立幼稚園に被害があった場合は，当該復旧費を

調査の対象とする。 

 ４ 要領の規定にない事項 

この要領の規定にない事項の取扱いについては，公立

学校施設災害復旧事業の取扱いに準じて処理するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 



 

 

 

附則    （略） 

 

別表    （略） 

 

現地調査報告書 様式１－１、様式１－２、様式２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則    （略） 

 

別表    （略） 

 

現地調査報告書 様式１－１、様式１－２、様式２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


